
さらに検討を要する論点
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• 単位互換や分割履修への柔軟な対応
（報告書案 3（2））

• 社会教育に関する導入的講習の活用
（報告書案 ４（１））

• 受講資格の見直し （報告書案 ４（２））

• 養成課程の見直し等（報告書案 ６（２））

資料４



受講要件を緩和する案の比較表
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①案：受講要件に

（新たな実務経験等
を）個別に追加

②案：原則として高卒程度に緩和 ③案：受講要件を撤廃

受講できる者の
範囲の拡大

限定的 学歴要件や実務要件を満たさず受講で
きなかった者等が、相当程度受講可能に

最大限拡大
（中高生でも受講可能に）

裾野の拡大を図る
他施策との連携

一定水準を満たす導入
的講習の修了を受講資
格に追加するのも一案

関連する講習・研修等の修了者にも受講
を勧め易くなる（導入的講習修了を受講

資格に追加することも併用可能）

同左（但し､導入的講習の受講
資格への追加との併用不可）

養成課程の受講者
との整合性

現行と同様 養成課程は大学入学直後（≒高卒程度）

から受講可能な点だけを捉えれば同程
度と言えないこともないが、養成課程は
学生として受講することや必要単位数等

が異なるため単純比較は困難。

講習は養成課程より必要単位
数が少ない一方、短大卒程度
の学歴や実務経験など、養成
課程より厳しい受講要件を課
していたが、講習と養成課程と
の受講要件の厳しさが逆転。

養成課程への影響 現行と同様 他学部や他専攻の者が在学中から講習
の受講が可能となることから、受講者層
の拡大が期待できる。他方で、２４単位の
取得が必要な養成課程を、学生や大学
が忌避する傾向が生じる可能性もある。

同左

講習実施者による
受講要件の
確認事務

要確認ケースが増加 多くの者が高卒程度に該当し、実務経験
の確認を要するケースが減少すると見込
まれるため、確認はかなり容易になる

確認が不要になる

他資格の学歴要件
との整合性

短大卒程度の扱い 高卒程度の扱い 学歴要件が無しの扱い
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社会教育主事講習等規程（昭和26年文部省令第12号）（抄）

（講習の受講資格者）

第二条 講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律（昭和二十六年
法律第十七号。以下「改正法」という。）附則第二項の規定に該当する者

二 教育職員の普通免許状を有する者

三 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十五条第二項各号（第三号及び第八号を除く。）のいずれかに該当する者

四 二年以上法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者

五 四年以上法第九条の四第二号に規定する職にあつた者

六 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者第二条 講習を受けることができる者は、次の各号のいず
れかに該当するものとする。

【参考： 社会教育主事の任用資格（社会教育法（昭和24年法律第207号）抄）】

（社会教育主事の資格）

第九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次
条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

イ 社会教育主事補の職にあつた期間

ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大
臣の指定するものにあつた期間

ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な
知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。）

 二 教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を
修了したもの

 三 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第
一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの 

 四 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第一号及び第二号に掲げる者を除く。）で、社会教育に関する専門的事項について前三号に
掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

（参考）受講資格に関する現行の規定（令和8年4月1日施行）



（参考）社会教育主事講習で取り扱う内容

科目名・単位数 目 的 主な内容

生涯学習概論
〔２単位〕

生涯学習及び社会教育の本質に
ついて理解を図る

・生涯学習の理念と施策

・社会教育の意義と展開
・社会教育に関する法令
・社会教育主事・社会教育指導者の役割

・生涯学習社会と学校・家庭・地域 等

生涯学習支援論
〔２単位〕

学習者の多様な特性に応じた学習
支援に関する知識及び技能の習得
を図る

・学習支援に関する教育理論
・効果的な学習支援方法
・学習プログラムの編成

・参加型学習の実際とファシリテーション技法 等

社会教育経営論
〔２単位〕

多様な主体と連携・協働を図りなが
ら，学習成果を地域課題解決や地
域学校協働活動等につなげていく
ための知識及び技能の習得を図る

・社会教育行政と地域活性化
・社会教育行政の経営戦略
・学習課題の把握と広報戦略
・社会教育における地域人材の育成
・学習成果の評価と活用の実際
・社会教育を推進する地域ネットワークの形成

・社会教育施設の経営戦略 等

社会教育演習

〔２単位〕
社会教育主事の職務を遂行するた
めに必要な資質及び能力の総合的
かつ実践的な定着を図る

・社会教育に関する実践演習

・社会教育に関する現場体験 等

合 計 ８単位

【社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について（平成30年２月28日生涯学習政策局長通知）】
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（参考）社会教育主事養成課程で取り扱う内容

科目名・単位数 目 的 主な内容

生涯学習概論
〔４単位〕

生涯学習及び社会教育の本質につい
て理解を図る

・生涯学習の理念と施策 ・社会教育の意義と展開
・社会教育に関する法令 ・社会教育主事・社会教育指導者の役割

・生涯学習社会と学校・家庭・地域 等

生涯学習支援論
〔４単位〕

学習者の多様な特性に応じた学習支
援に関する知識及び技能の習得を図
る

・学習支援に関する教育理論 ・効果的な学習支援方法

・学習プログラムの編成
・参加型学習の実際とファシリテーション技法 等

社会教育経営論
〔４単位〕

多様な主体と連携・協働を図りながら、
学習成果を地域課題解決や地域学校
協働活動等につなげていくための知識
及び技能の習得を図る

・社会教育行政と地域活性化 ・社会教育行政の経営戦略
・学習課題の把握と広報戦略 ・社会教育における地域人材の育成
・学習成果の評価と活用の実際
・社会教育を推進する地域ネットワークの形成
・社会教育施設の経営戦略 等

社会教育特講
〔８単位〕

社会教育主事としての幅広い視野、社
会的関心を持たせるとと もに、専門的
内容についての理解を図る 

・国際化と社会教育 ・情報化と社会教育 ・高齢化と社会教育 
・多文化共生と社会教育 ・社会的包摂と社会教育 ・健康教育と社会教育 
・防災・防犯と社会教育 ・人権教育と社会教育 ・同和問題と社会教育
 ・環境問題と社会教育 ・青少年健全育成と社会教育 
・キャリア教育と社会教育 ・貧困問題と社会教育  ・家庭教育と社会教育
・男女共同参画と社会教育 ・社会福祉と社会教育 ・特別支援教育と社会教育 
・消費者教育と社会教育 ・文化芸術と社会教育  ・文化財保護と社会教育 
・生涯スポーツと社会教育 ・地域の歴史文化と社会教育 
・地域産業と社会教育 ・ボランティア活動と社会教育 等

社会教育実習
 〔１単位〕

社会教育主事の職務 を遂行するた

めに必要な資質及び能力の総合的か
つ実践的な定着を図る

・社会教育施設等における実習 

社会教育演習
社会教育実習
社会教育課題研究
〔選択必修３単位〕

・具体の地域課題等を題材とした社会教育事業の立案 等に向けた演習 
・社会教育施設等における実習 
・社会教育の課題に関する研究 等

合 計 ２４単位

【社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について（平成30年２月28日生涯学習政策局長通知）】
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